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平成 28年（2016年）

５／１５ 号
No. 1166

《
今
号
の
主
な
内
容
》

・
軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は
５
月　
日
（
火
）
で
す 

２
面

３１

・
施
策
成
果
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た 
３
面

・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
Ｐ
Ｒ
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す 
４
面

・
東
久
留
米
駅
構
内
の
「
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た 
６
面

　
今
回
の
介
護
保
険
制
度
改
正
で
は
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地

域
で
生
活
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
介
護
・
医
療
・
生
活
支
援
・

介
護
予
防
の
充
実
や
、
制
度
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
費
用
負
担

の
公
平
性
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
今
号
で
は
、　

年
度
の
主
な
変
更
点
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

２８

制
度
改
正
に
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
☎
４
７
０
・
７
７
５
０
ま
た
は
☎
４
７

０
・
７
８
１
８
へ
。

　

総
務
省
と
経
済
産
業
省
で
は
、

全
国
全
て
の
産
業
分
野
に
お
け
る

事
業
所
・
企
業
の
経
済
活
動
の
状

況
を
地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
「
平
成　
年
経

２８

済
セ
ン
サ
ス
儿
活
動
調
査
」（　
年
２８

６
月
１
日
基
準
日
）
を
実
施
し
ま

す
。
　
こ
の
調
査
は
、
国
が
行
う
調
査

の
中
で
も
特
に
重
要
で
、
大
規
模

な
統
計
調
査
で
す
。

　
調
査
結
果
は
、
国
の
各
種
行
政

施
策
を
は
じ
め
、
地
域
の
産
業
振

興
や
商
店
街
の
活
性
化
な
ど
地
域

行
政
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
活
用

さ
れ
ま
す
。

　
調
査
は
、「
調
査
員
に
よ
る
調

査
」
と
「
国
・
都
道
府
県
お
よ
び

市
に
よ
る
調
査
」
の
方
法
で
行
い

ま
す
。

　
い
ず
れ
の
調
査
も
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
回
答
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
回
答
内
容
は
、
統
計
法
に
定
め

ら
れ
た
利
用
目
的
以
外
（
例
え
ば

徴
税
資
料
な
ど
）
に
使
用
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
安
心
し

て
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

調
査
員
に
よ
る
調

調
査
員
に
よ
る
調
査査

　

都
知
事
か
ら
任
命
さ
れ
た
調
査

員
が
、
主
に
「
単
独
事
業
所
」「
新

設
さ
れ
た
事
業
所
」
を
訪
問
し
て

調
査
を
行
い
ま
す
。

　

【
調
査
票
配
布
期
間
】５
月　
日
２０

（
金
）
～　
日
（
火
）

３１

　
※
６
月
１
日
（
水
）
以
降
に
回

収
に
伺
い
ま
す
。

　

【
ご
注
意
】腕
章
お
よ
び
調
査
員

証
を
携
行
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い

４
月
か
ら
の
変
更

４
月
か
ら
の
変
更
点点

◎　
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保

６５
険
者
）
が
交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ

た
と
き

　
　
歳
以
上
の
方
（
介
護
保
険
の

６５
第
１
号
被
保
険
者
）
が
、
交
通
事

故
な
ど
の
第
三
者
の
行
為
に
起
因

し
て
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
際
は
、
保
険
者
（
市
区
町
村
）

へ
の
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
し

た
。
　
こ
の
場
合
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
に
掛
か
っ
た
費
用
は
、

加
害
者
（
第
三
者
）
の
負
担
が
原

則
で
す
が
、
求
償
に
時
間
を
要
す

る
た
め
、
一
時
的
に
介
護
保
険
で

保
険
者
負
担
額
の
給
付
を
行
い
、

後
日
、
被
害
を
受
け
た
方
に
代
わ

っ
て
、
市
が
加
害
者
（
第
三
者
）

へ
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
の
行

為
に
起
因
し
て
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
と
き
や
、
交
通
事
故

な
ど
に
よ
り
要
介
護
状
態
な
ど
に

な
っ
た
り
、
状
態
が
悪
化
し
た
場

合
は
、
介
護
福
祉
課
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

◎
地
域
密
着
型
通
所
介
護

（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
の
創
設

　

小
規
模
な
通
所
介
護
事
業
所

（
利
用
定
員　
人
未
満
）は
、「
地

１９

域
密
着
型
通
所
介
護
」
が
創
設
さ

れ
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
と
し

て
移
行
（
介
護
予
防
通
所
介
護
は

除
く
）
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
改
正
は
、
市
町
村
が
、

少
人
数
で
生
活
圏
域
に
密
着
し
た

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
図
る
観
点
か

ら
、
整
合
性
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
基

盤
の
整
備
と
、
地
域
と
の
連
携
や

運
営
の
透
明
性
の
確
保
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
指
定

権
者
（
新
規
申
請
や
変
更
の
届
け

出
先
）
が
都
か
ら
市
に
権
限
移
譲

さ
れ
、
利
用
者
は
、
原
則
と
し
て

事
業
所
所
在
地
の
被
保
険
者
ま
た

は
事
業
所
所
在
地
に
居
住
す
る
他

市
住
所
地
特
例
者
の
み
と
な
り
ま

し
た
。

　
な
お
、
３
月　
日
に
お
い
て
、

３１

地
域
密
着
型
と
な
る
通
所
介
護
事

業
所
を
利
用
し
て
い
る
方
は
、
新

た
な
手
続
き
を
す
る
こ
と
な
く

「
み
な
し
指
定
」
と
し
て
４
月
１

日
以
降
も
継
続
し
て
利
用
可
能
と

な
り
ま
し
た
。

８
月
の
サ
ー
ビ
ス
利
用

８
月
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
分分 

か
ら
の
変
更
点
な

か
ら
の
変
更
点
な
どど

◎
介
護
保
険
施
設
利
用
時
の「
食

費
」「
居
住
費（
部
屋
代
）」の

負
担
軽
減
の
支
給
要
件
の
見
直
し

　

介
護
保
険
３
施
設
（
介
護
老
人

福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、

介
護
療
養
型
医
療
施
設
）
や
シ
ョ

ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
す
る
方
の

「
食
費
」「
居
住
費（
部
屋
代
）」は
、

本
人
に
よ
る
負
担
が
原
則
で
す
が
、

所
得
の
低
い
世
帯
（
市
民
税
・
都

民
税
が
非
課
税
の
世
帯
）
の
方
は

所
得
に
応
じ
て
、
食
費
・
部
屋
代

の
自
己
負
担
の
限
度
額
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
自
宅
で
暮
ら
す
方
、

保
険
料
を
負
担
す
る
方
、
老
齢
年

金
を
受
給
し
て
い
る
方
と
の
公
平

性
を
高
め
る
た
め
、
昨
年
８
月
に

支
給
要
件
が
見
直
さ
れ
（
※
１
）、

今
年
８
月
か
ら
次
の
支
給
要
件
が

加
わ
り
ま
す
。

　

※
１　
　
年
８
月
の
支
給
要
件

２７

の
見
直
し
＝
①
住
民
票
上
の
世
帯

が
異
な
る（
世
帯
分
離
し
て
い
る
）

場
合
の
配
偶
者
が
市
民
税
・
都
民

税
非
課
税
で
あ
る
こ
と
②
預
貯
金

な
ど
が
単
身
で
１
０
０
０
万
円
以

下
、
夫
婦
で
２
０
０
０
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と
。

●
「
第
２
段
階
」「
第
３
段
階
」 

の
方
の
支
給
要
件
の
見
直
し

　

食
費
・
部
屋
代
の
負
担
軽
減
措

置
の
利
用
者
負
担
段
階
（
負
担
限

度
額
）
の
判
定
に
、
非
課
税
年
金

（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
）
を
収

入
と
し
て
算
定
す
る
よ
う
見
直
さ

れ
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
現
在
、
市
民
税
・

都
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
で
、
利

用
者
負
担
段
階
が
第
２
段
階
の
方

の
う
ち
、
非
課
税
年
金
を
一
定
額

受
給
し
て
い
る
場
合
は
、
利
用
者

負
担
段
階
が
第
３
段
階
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
（
下
表
参
照
）。

　
※
非
課
税
年
金
と
は
、
社
会
保

険
料
を
拠
出
し
た
対
価
と
し
て
払

わ
れ
る
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
、

共
済
年
金
の
各
制
度
に
基
づ
く
遺

族
年
金
・
障
害
年
金
を
指
し
ま
す
。

「
弔
慰
金
」や「
給
付
金
」は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。
非
課
税
年
金
額
の
把
握

に
つ
い
て
は
、
年
金
保
険
者
か
ら

市
に
情
報
提
供
が
さ
れ
る
と
と
も

に
、
負
担
限
度
額
認
定
申
請
の
際

に
申
告
し
て
い
た
だ
く
見
込
み
で

す
。
　
８
月
利
用
分
か
ら
の
新
規
や
更

新
の
申
請
の
手
続
き
は
、
広
報
６

月　
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

１５
◎
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」 

は
毎
年
８
月
１
日
を
基
準
日
と
し

て
更
新
（
一
斉
更
新
）

　

現
在
の「
負
担
割
合
証（
黄
色
）」

の
適
用
期
間
は
、　

年
７
月　
日

２８

３１

で
す
。
８
月
１
日
か
ら
使
用
す
る

「
負
担
割
合
証（
水
色
）」は
７
月

末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

　
な
お
、
適
用
期
間
内
で
も
、
世

帯
内
で
転
入
・
転
出
が
あ
っ
た
場

合
や
所
得
の
更
正
が
あ
っ
た
場
合

は
、負
担
割
合
が「
１
割
」か
ら「
２

割
」、
ま
た
は
「
２
割
」
か
ら
「
１

割
」
に
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
場
合
は
新
し
い
「
負

担
割
合
証
」
を
お
届
け
し
ま
す
。

　
　
年
度
の
介
護
保
険
制
度
改
正

２７
に
よ
り
、　

歳
以
上
の
方
（
第
１

６５

号
被
保
険
者
）
が
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
た
と
き
の
利
用
者
負
担

は
、
所
得
に
応
じ
て
、「
１
割
」
ま

た
は
「
２
割
」
の
負
担
割
合
と
な

り
、
要
介
護
（
支
援
）
認
定
を
受

け
た
全
て
の
方
に
負
担
割
合
を
表

示
し
た「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」

を
交
付
し
て
い
ま
す
。
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
際
は
、
介
護
保

険
の
「
被
保
険
者
証
」（
緑
色
）
と

「
負
担
割
合
証
」
を
ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
８
月
の
一
斉
更
新
の
詳
細
は
、

広
報
７
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

昨
年
の
日
本
へ
の
台
風
接
近
数

は
、
平
年
を
上
回
る　
個
で
し
た
。

１３

台
風
が
も
た
ら
す
大
量
の
雨
は
、

短
時
間
の
う
ち
に
広
い
範
囲
に
降

る
た
め
、
河
川
の
増
水
な
ど
に
よ

り
水
害
の
発
生
の
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
　
台
風
が
来
る
前
、
大
雨
が
降
る

前
に
次
の
よ
う
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

◎
事
前
の
備
え
に
つ
い
て

　

窓
は
鍵
を
掛
け
、
雨
戸
を
閉
め

て
、
必
要
に
応
じ
て
補
強
す
る
▼

側
溝
や
排
水
口
は
掃
除
し
て
、
水

は
け
を
良
く
す
る
▼
風
で
飛
ば
さ

れ
そ
う
な
物
は
固
定
し
た
り
、
家

の
中
へ
収
納
す
る
▼
非
常
用
品
を

確
認
す
る
（
懐
中
電
灯
、
携
帯
ラ

ジ
オ
、救
急
薬
品
、衣
類
、非
常
用

食
品
、貴
重
品
な
ど
）▼
飛
散
防
止

フ
ィ
ル
ム
な
ど
を
窓
に
貼
っ
た
り
、

万
が
一
の
飛
来
物
に
備
え
て
カ
ー

テ
ン
や
ブ
ラ
イ
ン
ド
を
下
ろ
す
▼

断
水
に
備
え
、
水
を
確
保
す
る

◎
特
別
警
報
に
つ
い
て

　

気
象
庁
で
は
、
大
雨
・
地
震
・

津
波
・
高
潮
な
ど
に
よ
り
重
大
な

災
害
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
場

合
、
警
報
を
発
表
し
て
警
戒
を
呼

び
掛
け
ま
す
が
、
こ
の
警
報
の
基

準
を
超
え
る
豪
雨
や
大
津
波
な
ど

が
予
想
さ
れ
る
場
合
は
「
特
別
警

報
」
を
発
表
し
、
最
大
限
の
警
戒

を
呼
び
掛
け
ま
す
。
周
囲
の
状
況
、

市
か
ら
発
表
さ
れ
る
避
難
指
示
な

ど
の
情
報
に
留
意
し
、
命
を
守
る

た
め
の
行
動
を
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
東
久
留
米
消
防
署
予

防
課
防
火
査
察
係
☎
４
７
１
・
０

１
１
９
（
内
線
５
２
１
）
へ
。

国
・
都
道
府
県
お
よ
び

国
・
都
道
府
県
お
よ
び 

市
に
よ
る
調

市
に
よ
る
調
査査

　

主
に
「
支
社
な
ど
を
有
す
る
企

業
」
の
本
社
へ
調
査
書
類
を
郵
送

し
て
調
査
を
行
い
ま
す
。
企
業
・

組
織
全
体
の
内
容
と
と
も
に
、
支

社
ご
と
の
従
業
者
数
や
売
上
金
額

な
ど
も
、
本
社
に
回
答
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

問
い
合
わ
せ
先先

◎
調
査
票
の
記
入
方
法
、
調
査
に

関
す
る
こ
と

　

９
月　
日
（
金
）
ま
で
の
午
前

３０

９
時
～
午
後
８
時
に
、
平
成　
年
２８

経
済
セ
ン
サ
ス
儿
活
動
調
査
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０
・
１
４

３
・
１
５
０
、
Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
、

上
記
の
電
話
番
号
に
つ
な
が
ら
な

い
場
合
は
☎
０
３
・
４
３
３
４
・

３
１
５
０
（
通
話
有
料
）
へ
。

◎
調
査
票
の
配
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介護保険制度の改正
28年度の主な変更点などをお知らせします
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介護保険施設における１日当たりの段階別利用者負担限度額 （円）
居住費（部屋代）

食費
区分段階

多床室
（※３）

従来型個室
（※３）

ユニット型
準個室

ユニット型
個室

利用者
負担段階所得区分

８４０
（３７０）

１,１５０
（１,６４０）１,６４０１,９７０１,３８０基準費用額

（※２）
軽減なし（施設との契約額を支払います）第４段階世帯課税者

住
民
税

３７０
８２０

１,３１０１,３１０６５０第３段階
合計所得金額と公的年
金収入額（課税年金・
非課税年金）が年間８０
万円超

世
帯
非
課
税
者

（１,３１０）

３７０
４２０

４９０８２０３９０第２段階
合計所得金額と公的年
金収入額（課税年金・
非課税年金）が年間８０
万円以下 （４９０）

０
３２０

４９０８２０３００第１段階
老齢福祉年金受給者

（４９０）生活保護受給者など
（※２）基準費用額とは、施設の平均的な費用を基に国が算定したものです。
（※３）カッコ内は介護老人保健施設および介護療養型医療施設の場合です。

経済センサスキャラクター
「ビルくんとケイちゃん」


